
大野城市では、工事現場における労働環境の改善及び将来の担い手確保、育成を
図るため、「大野城市週休２日工事実施要領」を制定し、令和６年４月１日より週休２日

工事に取り組みます。※上記要領については、市ホームページに掲載しています。

週休２日工事の取り組みについて

週休２日工事とは ・ ・ ・
対象期間内において４週６休以上の現場閉所率を達成したと認められる状態

【対象期間】 工事着手日から工事完了日までの期間（以下の期間を除く）
①年末年始及び夏季休暇 ②工場製作期間 ③工事中止期間

＜週休２日工事の流れ＞※受注者希望方式の場合

①落札者決定

③週休２日工事実施の有無について
記載した工事打合せ簿を提出

※実施の場合は休日取得計画表を併せて提出

④現場施工期間
休日取得計画表に基づき工事を実施し、毎月実施状況
を市に報告する。また、工事看板に「週休２日工事」であ
ることを明示する。

⑦検査・竣工
現場閉所の達成状況に応じて工事成績評点を加点

＜対象工事＞
週休２日の対象とする工事は、原則、以下の工事
を除く全ての工事とします。

（１）竣工時期または作業時間の制約が厳しい工事
（２）緊急を要する工事（災害復旧等）
（３）単価契約で行う工事
（４）その他週休２日に適さないと市長が認める工事

※週休２日工事の対象となる工事については、特記
仕様書等に明示します。

＜留意点＞
・「受注者希望方式」については、週休２日の達成状況
に応じて工事費を増額補正し、変更契約を行います。
なお、週休２日工事に取組んだ結果、未達成であっても

請負者に対するペナルティ（工事評点の減点等）は一切
ありません。

②契約締結

⑤現場完了

⑥契約変更締結
対象期間中の現場閉所率を確認し、当該現場閉所率が
４週６休以上の基準を満たす場合は、閉所率に応じた補
正係数で間接工事費等を補正し、契約金額を増額する。

【現場閉所】 １日を通して工事現場及び現場事務所を閉所すること。なお、以下の場合については、
必要最小限である場合に限り、現場閉所を実施したものとみなす。

①災害時等緊急時に市の要請により作業する場合 ②異常気象時のパトロール等を行う場合
③現場見学会等を実施する場合 ④その他緊急を要すると市長が認める場合

・「発注者指定方式」については、発注時点で工事費を
補正し、週休２日実施を指定する工事であるため、応札
された時点で週休２日に取り組む意思表示とみなします。
そのため、週休２日未達成の場合、工事費を減額補正し、
工事評点を減点します。また、週休２日に取り組む姿勢が
明らかにみられない場合、指名停止措置を講じる場合も
あります。

週休２日実施にあたり不明な点があれば 財政課契約・検査
担当までご連絡下さい。（ＴＥＬ 092－580－1822）

【発注方式】
〇受注者希望方式 ‥

〇発注者指定方式 ‥

受注者が週休２日に取組むかどうか選択し、発注者との協議を以って取組みの可否を決定する方式。
週休２日達成状況に応じて工事費を増額補正し、変更契約を行う。未達成時のペナルティなし。

発注時点で工事費を補正し、週休２日に取組むことを指定する方式。受注者は週休２日取得が「義務」
となる。未達成時は工事費を減額補正し、変更契約を行う。未達成時のペナルティあり。

※上記は「受注者希望方式」のフローです。「発注者希望方式」の
内容については、実施要領をご確認ください。


